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寒 川 町 契 約 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(用 語 の 意 義 ) (用 語 の 意 義 ) 

第 2条  こ の 規 則 に お い て 、次 の 各 号 に 掲

げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 の 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

第 2条  こ の 規 則 に お い て 、次 の 各 号 に 掲

げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 の 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

(1)～ (5) （ 略 ）  (1)～ (5) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (6) か な が わ 電 子 入 札 共 同 シ ス テ ム  

神 奈 川 県 内 の 地 方 公 共 団 体 が 共 同 し

て 、競 争 入 札 参 加 資 格 認 定 、入 札 業 務

等 を 電 子 情 報 処 理 組 織 (町 の 機 関 等 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 (入 出 力 装 置 を

含 む 。 以 下 同 じ 。 )と 申 請 等 を す る 者

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気 通

信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織

を い う 。 )に よ っ て 処 理 す る 情 報 処 理

シ ス テ ム を い う 。  

 (7) 電 子 入 札 シ ス テ ム  か な が わ 電 子

入 札 共 同 シ ス テ ム の う ち 、町 が 行 う 入

札 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 情 報 処 理

シ ス テ ム を い う 。  

 (8) 電 子 入 札 案 件  電 子 入 札 シ ス テ ム

に よ り 処 理 す る こ と と さ れ た 契 約 案

件 を い う 。  

 (9) 財 産 売 却 シ ス テ ム  電 気 通 信 回 線

を 利 用 し て 公 有 財 産 及 び 物 品 の 売 り

払 い に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 情 報 処

理 シ ス テ ム を い う 。  

 ( 1 0 )  財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件  財 産 売

却 シ ス テ ム に よ り 処 理 す る こ と と さ

れ た 契 約 案 件 を い う 。  

 ( 1 1 )  シ ス テ ム 入 札 案 件  電 子 入 札 案

件 及 び 財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 を い う 。 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 の 公 告 ) (入 札 の 公 告 ) 

第 6条  一 般 競 争 入 札 に 付 そ う と す る と

き は 、そ の 入 札 期 日                   

                          の 1 0日 (急

を 要 す る と き は 5日 )前 ま で に 町 広 報 若

第 6条  一 般 競 争 入 札 に 付 そ う と す る と

き は 、 そ の 入 札 期 日 (シ ス テ ム 入 札 案 件

に あ っ て は 、入 札 期 間 の 末 日 )の 10日 (急

を 要 す る と き は 5日 )前 ま で に 町 広 報 若
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し く は 新 聞 に 掲 げ る 方 法 又 は 掲 示 そ の

他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

し く は 新 聞 に 掲 げ る 方 法 又 は 掲 示 そ の

他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 は 、次 の 各 号 に

掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 は 、次 の 各 号 に

掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。  

(1)～ (3) （ 略 ）  (1)～ (3) （ 略 ）  

(4) 入 札 の 日 時                     

                  及 び 場 所  

( 4 )  入 札 の 日 時 (シ ス テ ム 入 札 案 件 に

あ っ て は 、 入 札 期 間 )及 び 場 所  

(5) （ 略 ）  (5) （ 略 ）  

(6) 入 札 保 証 金                     

                                 

                  に 関 す る 事 項  

(6) 入 札 保 証 金 (政 令 第 167条 の 7第 1項

の 規 定 に よ り 納 付 さ せ る 入 札 保 証 金

を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 関 す る 事 項  

(7)・ (8) （ 略 ）  (7)・ (8) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (9) シ ス テ ム 入 札 案 件 に あ っ て は 、 そ

の 旨  

(9) （ 略 ）  (10) （ 略 ）  

(入 札 保 証 金 ) (入 札 保 証 金 ) 

第 7条  政 令 第 167条 の 7第 1項 の 規 定 に よ

り 納 付 さ せ る 入 札 保 証 金 の 額 は 、入 札 金

額 の 100分 の 5以 上 の 額 と す る 。        

                                   

                                 

第 7条                               

            入 札 保 証 金 の 額 は 、入 札 金

額 の 100分 の 5以 上 の 額 と す る 。 た だ し 、

財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 に あ っ て は 、予 定

価 格 の 100分 の 10以 上 の 額 と す る 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

(入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 ) (入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 10条  第 7条 の 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、次

に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に 代

え る こ と が で き る 。  

第 10条  第 7条 の 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、次

に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に 代

え る こ と が で き る 。  

(1)～ (4) （ 略 ）  (1)～ (4) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  ( 5 )  財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 に あ っ て

は 、財 産 売 却 シ ス テ ム を 管 理 す る 事 業

者 の 保 証  

(5) （ 略 ）  (6) （ 略 ）  

2  前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 4号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す

る 。  

2  前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 5号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す

る 。  

(担 保 提 供 の 際 の 留 意 事 項 ) (担 保 提 供 の 際 の 留 意 事 項 ) 

第 11条  前 条 第 1項 第 1号 、 第 2号 及 び 第 5 第 11条  前 条 第 1項 第 1号 、 第 2号 及 び 第 6
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号 に 掲 げ る も の を 入 札 保 証 金 に 代 わ る

担 保 と し て 提 供 さ せ る 場 合 に お い て 、当

該 担 保 が 記 名 証 券 で あ る と き は 、売 却 承

諾 書 及 び 白 紙 委 任 状 を 添 付 さ せ な け れ

ば な ら な い 。  

号 に 掲 げ る も の を 入 札 保 証 金 に 代 わ る

担 保 と し て 提 供 さ せ る 場 合 に お い て 、当

該 担 保 が 記 名 証 券 で あ る と き は 、売 却 承

諾 書 及 び 白 紙 委 任 状 を 添 付 さ せ な け れ

ば な ら な い 。  

(予 定 価 格 の 作 成 ) (予 定 価 格 の 作 成 ) 

第 12条  一 般 競 争 入 札 に 付 す る 事 項 の 価

格 を 、あ ら か じ め 当 該 事 項 に 関 す る 仕 様

書 、設 計 書 等 に よ つ て 予 定 し 、そ の 予 定

価 格 (最 低 制 限 価 格 を 設 け る 必 要 が あ る

入 札 に つ い て は 、そ の 予 定 価 格 及 び 最 低

制 限 価 格 )を 記 載 し た 書 面 (第 1号 様 式 )

を 封 か ん し て 開 札 場 所 に お か な け れ ば

な ら な い 。                          

                                   

                                   

                           

（ 加 え る ）  

第 12条  一 般 競 争 入 札 に 付 す る 事 項 の 価

格 を 、あ ら か じ め 当 該 事 項 に 関 す る 仕 様

書 、設 計 書 等 に よ つ て 予 定 し 、そ の 予 定

価 格 (最 低 制 限 価 格 を 設 け る 必 要 が あ る

入 札 に つ い て は 、そ の 予 定 価 格 及 び 最 低

制 限 価 格 )を 記 載 し た 書 面 (第 1号 様 式 )

を 封 か ん し て 開 札 場 所 に お か な け れ ば

な ら な い 。た だ し 、入 札 シ ス テ ム 案 件 に

あ っ て は 、そ れ ぞ れ の 情 報 処 理 シ ス テ ム

に 予 定 価 格 を 登 録 す る こ と を も っ て 、こ

れ に 代 え る こ と が で き る 。  

2 町 長 は 、前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 電

子 入 札 シ ス テ ム に 予 定 価 格 を 登 録 し た

場 合 に あ っ て は 、正 当 な 権 限 を 有 す る 者

以 外 の 者 が 当 該 予 定 価 格 を 認 知 で き な

い よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら

な い 。  

 3  町 長 は 、 第 1項 た だ し 書 の 規 定 に よ り

財 産 売 却 シ ス テ ム に 予 定 価 格 を 登 録 し

た 場 合 に あ っ て は 、開 札 前 に 予 定 価 格 を

公 表 す る こ と が で き る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 の 方 法 ) (入 札 の 方 法 ) 

第 15条  一 般 競 争 入 札                 

          に 参 加 し よ う と す る 者 は 、入

札 書 を 入 札 の 公 告 に お い て 定 め ら れ た

日 時 、場 所 及 び 方 法 に 従 い 、契 約 担 当 者

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 1 5条  一 般 競 争 入 札 (シ ス テ ム 入 札 案

件 を 除 く 。 )に 参 加 し よ う と す る 者 は 、

入 札 書 を 入 札 の 公 告 に お い て 定 め ら れ

た 日 時 、場 所 及 び 方 法 に 従 い 、契 約 担 当

者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 加 え る ）  2 前 項 の 入 札 書 は 、同 一 事 項 の 入 札 に つ

い て 1人 1通 と す る 。  

 3  電 子 入 札 案 件 に 参 加 し よ う と す る 者

は 、別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、入 札 金 額

そ の 他 別 に 定 め る 情 報 を 電 子 入 札 シ ス

テ ム に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。  

 4 前 項 に 規 定 す る 情 報 は 、電 子 入 札 シ ス
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テ ム に 登 録 さ れ た 時 に 町 長 に 到 達 し た

も の と み な す 。  

 5  財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 に 参 加 し よ う

と す る 者 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、

入 札 金 額 そ の 他 別 に 定 め る 情 報 を 財 産

売 却 シ ス テ ム に 登 録 し な け れ ば な ら な

い 。  

 6 前 項 に 規 定 す る 情 報 は 、財 産 売 却 シ ス

テ ム に 登 録 さ れ た 時 に 町 長 に 到 達 し た

も の と み な す 。  

2 （ 略 ）  7 （ 略 ）  

（ 加 え る ）  8 入 札 者 は 、他 の 入 札 者 の 代 理 人 と な る

こ と は で き な い 。  

3 契 約 担 当 者 は 、                    

       入 札 書 を 受 領 し た と き は 、 そ の

日 時 を 記 入 し 、押 印 の う え 、開 札 時 ま で

封 の ま ま 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

9  契 約 担 当 者 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 提

出 さ れ た 入 札 書 を 受 領 し た と き は 、そ の

日 時 を 記 入 し 、押 印 の う え 、開 札 時 ま で

封 の ま ま 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

4 入 札 書 は 、 1人 1通 と し 、入 札 者 は 、 他

の 入 札 者 の 代 理 人 と な る こ と は で き な

い 。  

（削る ）  

5  第 1項 の 場 合 に お い て 契 約 担 当 者 は 、

入 札 公 告 に お い て 示 し た 日 時 及 び 場 所

で                                  

入 札 参 加 者 を し て 契 約 条 項 そ の 他 関 係

書 類 及 び 現 場 等 を 熟 知 さ せ る と と も に

入 札 保 証 金 納 付 証 明 書 を 提 出 さ せ な け

れ ば な ら な い 。  

10                    契 約 担 当 者 は 、

入 札 公 告 に お い て 示 し た 日 時 及 び 場 所

で 第 1項 の 規 定 に よ り 入 札 書 を 提 出 し た

入 札 参 加 者 を し て 契 約 条 項 そ の 他 関 係

書 類 及 び 現 場 等 を 熟 知 さ せ る と と も に

入 札 保 証 金 納 付 証 明 書 を 提 出 さ せ な け

れ ば な ら な い 。  

(入 札 の無効 ) (入 札 の無効 ) 

第 1 6条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

入 札 は無効と す る 。  

第 16条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

入 札 は無効と す る 。  

(1)～ (3) （ 略 ）  (1)～ (3) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (4) 前 条 第 3項 又 は 第 5項 に 規 定 す る 情

報 が 入 札 期 間 内 に 電 子 入 札 シ ス テ ム

又 は 財 産 売 却 シ ス テ ム に 登 録 さ れ な

い も の  

(4)～ (8) （ 略 ）  (5)～ (9) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (10) 電 子 入 札 案 件 に お い て 前 条 第 3項

に 規 定 す る 方 法 に よ ら な い と き 。  

 ( 1 1 )  財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 に お い て

前 条 第 5項 に 規 定 す る 方 法 に よ ら な い
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と き 。  

(9) （ 略 ）  (12) （ 略 ）  

(入 札無効の 理由明示 ) (入 札無効の 理由明示 ) 

第 17条  入 札 を 無効と す る 場 合 に お い て

は 、 政 令 第 167条 の 8第 1項 の 規 定 に基づ

く 開 札 に立ち会つ た 入 札 者            

                     に 対 し 、 そ の 面

前                                  

           で 理由を明示 し て 入 札無効

の 旨 を 知 ら せ な け れ ば な ら な い 。  

第 17条  入 札 を 無効と す る 場 合 に お い て

は 、 政 令 第 167条 の 8第 1項 の 規 定 に基づ

く 開 札 に 立 ち 会 つ た 入 札 者 及 び シ ス テ

ム 入 札 案 件 に 参 加 し た 者 に 対 し 、そ の 面

前 (シ ス テ ム 入 札 案 件 に あ っ て は 、 別 に

定 め る 方 法 )で 理由を明示 し て 入 札無効

の 旨 を 知 ら せ な け れ ば な ら な い 。  

(入 札 書 の引換え 等 の禁止 ) (入 札 書 の引換え 等 の禁止 ) 

第 18条  入 札 者 は 、既に 提 出 し た 入 札 書  

                                   

                                   

     の 書換え 、引換え 又 は撤回 を す る

こ と が で き な い 。  

第 18条  入 札 者 は 、既に 提 出 し た 入 札 書

(入 札 シ ス テ ム 案 件 に あ っ て は 、 第 15条

第 3項 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り 登 録 さ れ

た 情 報 )の 書換え 、引換え 又 は撤回 を す

る こ と が で き な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 保 証 金 の還付 ) (入 札 保 証 金 の還付 等 ) 

第 24条  入 札 保 証 金                   

  は 、 開 札終了後又 は 入 札 が中止さ れ 、

若 し く は取り消さ れ た 場 合 に還付 す る  

           。 た だ し 、落札 者 の 入 札 保

証 金                     は 、契 約締結

後に還付 す る             。  

第 24条  入 札 保 証 金 及 び こ れ に 代 わ る 担

保 は 、 開 札終了後又 は 入 札 が中止さ れ 、

若 し く は取り消さ れ た 場 合 に還付 し 、又

は返還す る 。た だ し 、落札 者 の 入 札 保 証

金 及 び こ れ に 代 わ る 担 保 は 、契 約締結後

に還付 し 、 又 は返還す る 。  

2 前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ らず、落

札 者 の 入 札 保 証 金                    

 は 、 当 該落札 者 の 申 出 に よ り 契 約 保 証

金                                  

                                   

    の全部又 は 一部に充当 す る        

                             こ と が

で き る 。  

2 前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ らず、落

札 者 の 入 札 保 証 金 及 び こ れ に 代 わ る 担

保 は 、当 該落札 者 の 申 出 に よ り 契 約 保 証

金 (政 令 第 167条 の 16第 1項 の 規 定 に よ り

納 付 さ せ る 契 約 保 証 金 を い う 。 以 下 同

じ 。 )の全部又 は 一部に充当 し 、 又 は 契

約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 に 転 用 す る こ と

が で き る 。  

3  第 2項 の 規 定 に よ り 入 札 保 証 金 を 還付

    又 は充当 す る 場 合 に は 、利 子 を 付 さ

な い 。  

3  前 2項 の 規 定 に よ り 入 札 保 証 金 を 還付

し 、又 は充当 す る 場 合 に は 、利 子 を 付 さ

な い 。  

(入 札経過調書 等 ) (入 札経過調書 等 ) 

第 25条  契 約 担 当 者 は 、 開 札 を し た 場 合

に お い て は 、入 札 の経過を明ら か に し た

入 札経過調書 (第 2号 様 式              

                                   

第 2 5条  契 約 担 当 者 は 、 開 札 を し た 場 合

に お い て は 、入 札 の経過を明ら か に し た

入 札経過調書 (第 2号 様 式 。シ ス テ ム 入 札

案 件 に あ っ て は 、当 該 入 札経過調書 に 記
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                                  )

又 は 入 札結果を 記 録 し た 書 面 を 作 成 し 、

当 該 入 札 に か か る 入 札 書 そ の 他 の 書類  

                                   

                                   

   と と も に 保存し な け れ ば な ら な い 。  

載 すべき 事 項 を 記 録 し た 電磁的記 録 )又

は 入 札結果を 記 録 し た 書 面 を 作 成 し 、当

該 入 札 に か か る 入 札 書 そ の 他 の 書類 (シ

ス テ ム 入 札 案 件 に あ っ て は 、当 該 書類に

記 載 すべき 事 項 を 記 録 し た 電磁的記 録 )

と と も に 保存し な け れ ば な ら な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(指名 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と の で き る

者 の 資 格審査及 び 名簿への 登 録 ) 

(指名 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と の で き る

者 の 資 格審査及 び 名簿への 登 録 ) 

第 27条  （ 略 ）  第 27条  （ 略 ）  

2 前 項 の 場 合 に お い て 、指名 競 争 入 札 に

参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 が 第 3条 第 1項

の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な

資 格 と 同 一 で あ る 場 合 に は 、前 項 に お い

て準用 す る 第 4条 の 規 定 に よ る 申 請 、 資

格 の審査及 び 名簿への 登 録 は 行 わず、同

条 の 規 定 に よ る 申 請 、資 格 の審査及 び 名

簿 へ の 登 録 を も つ て こ れ に 代 え る こ と

が で き る 。  

2 前 項 の 場 合 に お い て 、指名 競 争 入 札 に

参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 が 第 3条      

の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な

資 格 と 同 一 で あ る 場 合 に は 、前 項 に お い

て準用 す る 第 4条 の 規 定 に よ る 申 請 、 資

格 の審査及 び 名簿への 登 録 は 行 わず、同

条 の 規 定 に よ る 申 請 、資 格 の審査及 び 名

簿 へ の 登 録 を も つ て こ れ に 代 え る こ と

が で き る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 事 項 の 通 知 ) (入 札 事 項 の 通 知 ) 

第 29条  契 約 担 当 者 は 、 指名 競 争 入 札 に

参 加 さ せ よ う と す る 者 に 対 し て 、入 札 期

日                                  

       の 少 な く と も 5日 前 に 第 6条 第 2

項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。た だ し 、特別 の 事 情 が あ る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 29条  契 約 担 当 者 は 、 指名 競 争 入 札 に

参 加 さ せ よ う と す る 者 に 対 し て 、入 札 期

日 (電 子 入 札 案 件 に あ っ て は 、 入 札 期 間

の 末 日 )の 少 な く と も 5日 前 に 第 6条 第 2

項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。た だ し 、特別 の 事 情 が あ る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(随意 契 約 ) (随意 契 約 ) 

第 31条  契 約 担 当 者 は 、 随意 契 約 に よ ろ

う と す る と き は 、あ ら か じ め 第 12条     

     の 規 定 に準じ 予 定 価 格 を 定 め る と

と も に 契 約 条 項 そ の 他 見 積 り に 必 要 な

事 項 を 示 し て 、 な るべく 2者 以 上 か ら見

積書 を徴さ な け れ ば な ら な い 。  

第 31条  契 約 担 当 者 は 、 随意 契 約 に よ ろ

う と す る と き は 、 あ ら か じ め 第 12条 第 1

項 本 文 の 規 定 に 準 じ 予 定 価 格 を 定 め る

と と も に 契 約 条 項 そ の 他 見 積 り に 必 要

な 事 項 を 示 し て 、 な るべく 2者 以 上 か ら

見積書 を徴さ な け れ ば な ら な い 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(契 約 書 作 成 の省略 ) (契 約 書 作 成 の省略 ) 

第 34条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 第 34条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る
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場 合 に お い て は 、契 約 書 の 作 成 を省略 す

る こ と が で き る 。  

場 合 に お い て は 、契 約 書 の 作 成 を省略 す

る こ と が で き る 。  

(1)～ (4) （ 略 ）  (1)～ (4) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (5) 財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 で あ っ て 、

契 約 金 額 が 5 0万 円 以 下 の 契 約 を す る

と き 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

(契 約 保 証 金 ) (契 約 保 証 金 ) 

第 35条  政 令 第 167条 の 16第 1項 の 規 定 に

よ り 納 付 さ せ る 契 約 保 証 金 の 額 は 、契 約

金 額                                

         の 100分 の 10以 上 の 額 と す る 。 

第 35条                              

              契 約 保 証 金 の 額 は 、契 約

金 額 (財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 に あ っ て は

予 定 価 格 )の 100分 の 10以 上 の 額 と す る 。 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 ) (契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 ) 

第 36条 の 2 前 条 の 契 約 保 証 金 の 納 付 は 、

次 に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に

代 え る こ と が で き る 。  

第 36条 の 2 前 条 の 契 約 保 証 金 の 納 付 は 、

次 に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に

代 え る こ と が で き る 。  

(1)～ (4) （ 略 ）  (1)～ (4) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (5) 財 産 売 却 シ ス テ ム を 管 理 す る 事 業

者 の 保 証 (財 産 売 却 シ ス テ ム 案 件 に 限

る 。 ) 

(5) （ 略 ）  (6) （ 略 ）  

2  前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 4号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す

る 。  

2  前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 5号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す

る 。  

(契 約 保 証 金 の還付 ) (契 約 保 証 金 の還付 ) 

第 37条  契 約 保 証 金 は 、 工事 若 し く は製

造 又 は 給 付 の 確 認 又 は 検 査 が 終 了 し て

か ら             契 約 者 か ら 契 約 保 証

金 還 付 請 求 書 の 提 出 を 受 け て 還 付 す る

も の と す る 。 た だ し 、 第 53条 及 び 第 54

条 の 規 定 に よ る 契 約解除 の 場 合 は 、契 約

保 証 金 を没収す る と き を 除 き 、契 約 を解

除 し た後と す る 。  

第 37条  契 約 保 証 金 は 、 契 約 者 が 契 約 上

の 義 務 を履行 し た こ と を確認 し 、又 は検

査 し た 後 に 当 該 契 約 者 か ら 契 約 保 証 金

還 付 請 求 書 の 提 出 を 受 け て 還 付 す る も

の と す る 。た だ し 、第 53条 及 び 第 54条 の

規 定 に よ る 契 約解除 の 場 合 は 、契 約 保 証

金 を没収す る と き を 除 き 、契 約 を解除 し

た後と す る 。  

（ 加 え る ）  2 前 項 の 規 定 に か か わ らず、物 品 を 売 り

払 う 契 約 に お い て は 、契 約 者 の 契 約 保 証

金 は 、当 該 契 約 者 の 申 出 に よ り 売 払 代 金

の 全 部 又 は 一 部 に 充 当 す る こ と が で き

る 。  
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 3  前 2項 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 を 還付

し 、又 は充当 す る 場 合 に は 、利 子 を 付 さ

な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

こ の 規 則 は 、 公布の 日 か ら施行 す る 。  

 


